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自
傷
行
為
を
防
ぐ
た
め
に
し
た
暴
行
等
に
つ
き
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
事
例

横
浜
地
裁
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
判
決

（
平
二
七
（
わ
）
八
四
九
号
：
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
、
傷
害
被
告
事
件
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
交
際
し
て
い
た
Ａ
女
（
当
時
四
九
歳
）
の
自
宅
に
お
い

て
Ａ
女
と
口
論
と
な
り
、
Ａ
女
は
逆
上
し
て
外
に
出
て
行
こ
う
と
し
、

感
情
的
に
か
な
り
不
安
定
な
面
が
あ
り
自
傷
傾
向
の
あ
る
Ａ
女
を
興
奮

し
た
状
態
で
外
に
出
す
と
自
傷
行
為
に
出
て
し
ま
う
と
考
え
て
制
止
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
空
手
の
有
段
者
で
元
自
衛
隊
員
で
あ
る
Ａ
女
が

殴
る
蹴
る
な
ど
し
て
約
三
〇
分
間
に
わ
た
り
激
し
く
抵
抗
し
た
た
め
、

Ａ
女
の
顔
を
平
手
で
数
回
叩
き
、
Ａ
女
を
仰
向
け
に
倒
し
て
馬
乗
り
に

な
り
、
そ
の
右
腕
を
左
手
で
つ
か
ん
だ
う
え
（
以
下
こ
れ
ら
の
行
為
を

併
せ
て
⽛
本
件
行
為
⽜
と
い
う
。）、
包
丁
の
柄
を
Ａ
女
の
額
の
上
に
乗

せ
、
刃
先
を
被
告
人
の
首
の
方
に
突
き
付
け
た
状
態
で
、⽛
刺
し
て
も
や

る
。
殺
し
て
も
や
る
。
で
も
な
、
自
分
の
大
切
な
人
が
い
つ
も
血
だ
ら

け
に
な
る
姿
を
見
る
気
持
ち
が
分
か
る
か
。
お
前
に
は
分
か
ら
な
い
だ

ろ
う
。
だ
っ
た
ら
俺
を
刺
し
て
み
ろ
。⽜
な
ど
と
言
っ
た
。
本
件
行
為

に
よ
り
、
Ａ
女
は
全
治
約
一
週
間
を
要
す
る
口
唇
部
挫
傷
、
右
上
腕
部
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挫
傷
の
傷
害
を
負
っ
た
。
さ
ら
に
Ａ
女
は
被
告
人
の
反
対
側
に
あ
る
二

階
窓
か
ら
飛
び
降
り
て
負
傷
し
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
罪（
示

凶
器
脅
迫
罪
）、
傷
害
罪
等
の
成
否
が
争
わ
れ
、
被
告
人
は
、
Ａ
女
が
自

傷
行
為
に
及
ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
に
本
件
行
為
に
出
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
正
当
防
衛
も
し
く
は
緊
急
避
難
ま
た
は
少
な
く
と
も
誤
想
防
衛
も

し
く
は
誤
想
避
難
が
成
立
す
る
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

無
罪
。

⽛
Ａ
女
に
は
、
興
奮
し
た
精
神
状
態
に
な
る
と
、
時
に
自
傷
行
為
を
含

む
突
飛
な
行
動
に
出
る
傾
向
が
あ
り
、
本
件
以
前
に
被
告
人
と
口
論
に

な
っ
た
際
に
は
、
Ａ
女
が
被
告
人
の
目
の
届
か
な
い
場
所
に
行
き
自
身

の
胸
部
又
は
腹
部
を
包
丁
で
刺
す
と
い
う
自
傷
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
が

二
度
あ
り
、
本
件
当
夜
に
も
Ａ
女
は
被
告
人
が
目
を
離
し
た
隙
に
ア

パ
ー
ト
二
階
の
窓
か
ら
飛
び
降
り
て
重
傷
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮

す
る
と
、
本
件
当
時
、
相
当
興
奮
し
た
精
神
状
態
に
あ
っ
た
Ａ
女
が
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
外
出
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
重
大
な
自
傷

行
為
に
及
ぶ
現
実
的
危
険
性
が
あ
っ
た
疑
い
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

思
う
に
、
本
件
で
想
定
さ
れ
る
Ａ
女
の
自
傷
行
為
は
、
Ａ
女
が
自
身

の
胸
部
や
腹
部
を
包
丁
で
刺
す
な
ど
と
い
う
生
命
に
危
険
が
及
び
か
ね

な
い
行
為
で
あ
っ
て
、
自
殺
関
与
罪
が
刑
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
踏
ま
え
る
と
、
違
法
と
評
価
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
被
告
人
に
よ
る
本
件
行
為
は
、
Ａ
女
が
外
出
し
て
自
傷
行
為
に
及

ば
な
い
よ
う
に
Ａ
女
を
制
止
す
る
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

Ａ
女
の
生
命
身
体
と
い
う
法
益
に
対
す
る
不
正
の
侵
害
が
切
迫
し
た
状

況
に
お
い
て
、
こ
れ
を
防
衛
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
行
為
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
で
は
あ
る
が
空
手
の
有
段
者
で
あ
り
、
被
告
人

に
激
し
く
抵
抗
し
て
い
た
Ａ
女
を
制
止
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
有
形

力
行
使
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
本
件
行
為
に
よ
り

Ａ
女
が
負
っ
た
傷
害
の
程
度
も
全
治
約
一
週
間
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
照

ら
せ
ば
、
本
件
行
為
は
、
防
衛
手
段
と
し
て
必
要
か
つ
相
当
な
も
の
で

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
の
本
件
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
が
成

立
す
る
。⽜。

⽛
な
お
、
付
言
す
る
に
、
被
告
人
が
、
包
丁
の
柄
を
Ａ
女
の
額
の
上
に

乗
せ
、
刃
先
を
被
告
人
の
首
の
方
に
突
き
付
け
た
状
態
で
、⽝
刺
し
て
も

や
る
。
殺
し
て
も
や
る
。⽞
な
ど
と
言
っ
た
行
為
が
、⽛
凶
器
を
示
し
て

脅
迫
し
⽜
た
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
包
丁
の
刃
先
は
Ａ
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女
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
上
、
上
記
発
言
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
自

傷
行
為
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
諭
す
内
容
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
素

直
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
に
脅
迫
の
故
意
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
な

い
。⽜。【

評
釈
】

一

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本
判
決
は
Ａ
女
に
よ
る
自
傷
行
為
を

⽛
Ａ
女
の
生
命
身
体
と
い
う
法
益
に
対
す
る
不
正
の
侵
害
⽜
と
し
、
こ
の

侵
害
か
ら
⽛
Ａ
女
の
生
命
身
体
⽜
を
防
衛
す
る
た
め
の
Ａ
女
へ
の
傷
害

に
つ
い
て
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
が
、そ
も
そ
も
自
傷
行
為
を⽛
不

正
⽜
の
侵
害
と
し
て
良
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

自
傷
行
為
（
ま
た
は
自
損
行
為
）
は
、
法
益
主
体
が
自
己
の
法
益
を

自
ら
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の

同
意
と
同
様
の
原
理
に
よ
っ
て
犯
罪
成
立
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
見
解

が
有
力
で
あ
る
（
1
）。
従
っ
て
、
優
越
的
利
益
説
に
よ
れ
ば
、
自
傷
行
為
者

の
自
傷
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
優
越
す
る
こ
と
に
よ
り
自
傷
行
為
の

法
益
侵
害
性
自
体
が
否
定
さ
れ
（
2
）、
法
益
性
の
欠
如
説
に
よ
れ
ば
、
自
傷

行
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
傷
行
為
者
の
身
体
法
益
を
保
護
す
る
必
要

が
な
く
な
る
か
ら
、
自
傷
行
為
の
違
法
性
（
3
）あ
る
い
は
構
成
要
件
該
当
性
（
4
）

が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
通
説
は
、
生
命
や
そ
れ
に
関
わ
る
重
大
な
身
体
法
益
の

同
意
に
つ
い
て
は
、
第
二
〇
二
条
に
自
殺
関
与
・
同
意
殺
人
罪
が
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
自
己
決
定
権
の
優
越
や
法
益
性
の
欠
如

の
原
理
に
よ
っ
て
も
侵
害
行
為
の
違
法
性
を
完
全
に
阻
却
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
。
本
判
決
も
、⽛
生
命
に
危
険
が
及
び
か
ね
な
い
行

為
で
あ
っ
て
、
自
殺
関
与
罪
が
刑
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま

え
る
と
、違
法
と
評
価
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。⽜と
し
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
と
同
様
に
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
女
の
行

為
は
他
人
の
自
殺
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
身
の
生

命
・
身
体
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
違
法
性
の
有
無
は
、
自

殺
関
与
罪
の
違
法
性
以
前
に
、
自
殺
の
不
可
罰
根
拠
を
ど
の
よ
う
に
解

す
る
か
に
か
か
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

自
殺
の
不
可
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
見
解
が
主
張
さ
れ

て
い
る
。

責
任
阻
却
説
は
、
自
殺
は
自
己
の
生
命
法
益
を
放
棄
し
て
い
る
の
で

違
法
性
は
小
さ
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
違
法
行
為
で
あ
る
が
、
自
殺

未
遂
を
非
難
す
る
こ
と
は
自
殺
を
継
続
す
る
か
刑
罰
に
服
す
る
か
と
い

う
二
者
選
択
を
迫
る
点
で
残
酷
で
あ
る
（
5
）、
こ
れ
か
ら
自
殺
を
し
よ
う
と

す
る
者
に
国
家
規
範
を
遵
守
す
る
動
機
を
も
っ
て
自
殺
を
思
い
と
ど
ま

る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
（
6
）な
ど
と
し
て
、
自
殺
者
と
い
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う
身
分
が
責
任
阻
却
原
因
と
な
る
と
す
る
。
一
方
、
自
殺
関
与
者
に
つ

い
て
は
、責
任
阻
却
原
因
が
な
い
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
（
7
）。
本
説
は
、

制
限
従
属
性
説
に
拠
り
、
自
殺
は
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
る
が

有
責
で
は
な
い
と
し
て
、
共
犯
者
の
自
殺
関
与
罪
に
よ
る
処
罰
を
肯
定

す
る
の
で
あ
る
。

違
法
性
減
少
・
責
任
阻
却
説
は
、
自
殺
は
法
益
侵
害
性
を
失
わ
な
い

が
、
自
己
の
生
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
他
殺
と
比
べ
違
法
性
は
減
少
し
て

お
り
、
さ
ら
に
自
殺
者
の
死
に
至
る
心
情
は
何
人
も
こ
れ
を
⽛
非
難
⽜

す
る
に
忍
び
ず
、
非
難
可
能
性
が
な
い
と
す
る
（
8
）。

可
罰
的
違
法
性
阻
却
説
は
、
自
殺
は
違
法
で
あ
る
が
、
自
損
行
為
の

極
端
な
場
合
で
あ
り
可
罰
的
違
法
性
を
有
し
な
い
と
す
る
（
9
）。
一
方
、
自

殺
関
与
者
に
つ
い
て
は
、
自
殺
者
の
違
法
性
は
少
な
い
な
が
ら
も
存
在

す
る
以
上
、
自
殺
関
与
者
に
つ
い
て
も
違
法
性
は
あ
る
か
ら
処
罰
を
肯

定
し
う
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
共
犯
者
間
は
連
帯
的
に
解
す
べ
き
違

法
性
を
個
別
的
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が

あ
る
（
10
）。
そ
の
た
め
、
本
説
の
論
者
の
多
く
は
、
自
殺
関
与
者
の
処
罰
根

拠
に
つ
き
違
法
性
阻
却
説
と
同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
。

違
法
性
阻
却
説
は
、
自
殺
者
は
自
己
の
生
命
を
放
棄
す
る
自
由
を
有

し
て
い
る
か
ら
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
（
11
）。
一
方
、
自
殺
関
与

者
に
つ
い
て
は
、
本
説
に
拠
っ
た
う
え
で
自
殺
者
の
違
法
性
を
連
帯
的

に
解
す
る
と
、
自
殺
関
与
罪
の
処
罰
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
説
の
論
者
は
、
自
殺
関
与
罪
は
一
般
的
な
共
犯

行
為
と
し
て
説
明
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
本
罪
は
、
第
六
一
・
六

二
条
の
教
唆
・
幇
助
と
は
全
く
別
個
の
、
他
人
の
生
命
の
否
定
に
関
与

す
る
行
為
の
処
罰
を
独
自
に
規
定
し
た
独
立
の
犯
罪
類
型
と
解
さ
れ
る

と
す
る
（
12
）。
そ
の
う
え
で
、
生
命
と
い
う
重
大
な
法
益
の
自
己
処
分
に
つ

い
て
は
、
自
殺
者
・
被
殺
者
の
当
座
の
意
思
に
優
越
す
る
保
護
の
要
請

（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
の
見
地
か
ら
、
こ
れ
に
介
入
し
他
人
の
関
与
を
排

除
す
る
こ
と
に
十
分
な
合
理
性
が
あ
る
な
ど
と
し
て
、
自
殺
関
与
者
の

処
罰
を
肯
定
す
る
（
13
）。
す
な
わ
ち
、
生
命
と
い
う
法
益
は
自
分
自
身
の
み

が
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
が
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
違
法
と

す
る
の
で
あ
る
。
自
殺
者
の
み
が
違
法
性
阻
却
さ
れ
る
点
を
放
任
行
為

と
説
明
す
る
論
者
も
あ
る
（
14
）。

本
判
決
は
、
単
純
な
自
殺
な
い
し
生
命
に
関
わ
る
自
傷
行
為
を
違
法

と
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
違
法
性
阻
却
説
を
採
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
15
）。
本
判
決
が
⽛
生
命
に
危
険
が
及
び
か
ね
な
い

行
為
⽜
で
あ
る
た
め
違
法
性
が
あ
る
と
し
た
の
は
、
生
命
の
危
険
が
な

い
程
度
の
自
傷
行
為
で
あ
れ
ば
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
う
る
と
の
趣
旨
で

あ
ろ
う
か
ら
、
上
掲
諸
説
の
う
ち
、
可
罰
的
違
法
性
阻
却
説
が
本
判
決

に
最
も
近
い
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
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二

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
Ａ
女
の
自
傷
行
為
に
つ
い
て
可
罰
的
で
は

な
い
限
度
で
違
法
性
を
認
め
う
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
対
す
る
被
告
人

の
本
件
行
為
に
防
衛
行
為
の
必
要
性
、
相
当
性
を
認
め
う
る
か
は
さ
ら

な
る
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
行
為
、
す
な
わ
ち
、
Ａ
女
の
顔

を
平
手
で
数
回
叩
き
、
仰
向
け
に
倒
し
て
馬
乗
り
に
な
り
、
そ
の
右
腕

を
左
手
で
つ
か
む
行
為
は
、
Ａ
女
が
空
手
の
有
段
者
で
元
自
衛
隊
員
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
Ａ
女
の
自
傷
行
為
に
よ
る
生
命
・
身
体
へ

の
重
大
な
侵
害
を
排
除
す
る
た
め
の
最
小
限
度
性
を
認
め
う
る
（
16
）。

防
衛
行
為
の
相
当
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、
優
越
的
利
益
の
原
則
に

基
づ
き
、
法
益
の
均
衡
、
す
な
わ
ち
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
と
が
著
し

く
不
均
衡
で
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
を
本
件
事
案
に
照
ら
し

て
見
る
と
、
可
罰
的
違
法
性
を
欠
く
Ａ
女
の
自
傷
行
為
に
つ
い
て
は
、

そ
の
法
益
侵
害
性
、
あ
る
い
は
Ａ
女
の
生
命
・
身
体
の
要
保
護
性
が
大

幅
に
低
下
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
防
衛
行
為
に
よ
る
Ａ
女
の
身
体

法
益
の
侵
害
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
し
て
い
な
い
と
い
え
る
か
は
問
題

と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
判
例
の
多
く
は
、
行
為
時
に
お
い
て
最
小
限

度
性
を
認
め
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
発
生
し
た
結
果
が
重
大
で
あ
っ
た
と

し
て
も
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
認
め
う
る
と
す
る
（
17
）。
学
説
上
は
、
結
果

と
し
て
の
相
当
性
を
基
準
と
し
、
行
為
と
し
て
相
当
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
結
果
が
重
大
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
相
当
性

は
充
足
さ
れ
な
い
と
し
て
過
剰
防
衛
を
認
め
る
結
果
基
準
説
（
18
）と
、
行
為

と
し
て
の
相
当
性
を
基
準
に
判
断
し
、
行
為
と
し
て
相
当
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
結
果
が
重
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相

当
性
が
充
足
さ
れ
る
と
し
て
正
当
防
衛
を
認
め
る
行
為
基
準
説
（
19
）が
対
立

す
る
。
今
日
で
は
、
多
く
の
論
者
は
後
者
を
支
持
し
て
お
り
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
受
け
た
者
に
要
求
し
う
る
の
は
、
そ
の

具
体
的
状
況
の
下
で
と
り
う
る
防
衛
手
段
の
う
ち
可
能
な
限
り
侵
害
性

の
弱
い
防
衛
行
為
を
選
択
せ
よ
と
い
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
（
20
）。

思
う
に
、
違
法
二
元
論
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
行
為
の
相
当
性
が

充
足
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
無
価
値
の
消
滅
を
認
め
、
行
為

の
違
法
性
阻
却
に
よ
り
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
為
の
相
当
性
が
充
足
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
結
果
の

相
当
性
が
充
足
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
結
果
無
価
値
の
消
滅
を
認
め
、

や
は
り
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
違
法
二
元
論
を

前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
と
結
果
は
い
ず
れ
も
相
当
性
判
断
の
基
準

と
な
り
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
自
殺
・
自
傷
行
為

に
よ
る
生
命
法
益
の
価
値
の
低
下
に
つ
い
て
見
る
と
、
例
え
ば
甲
が
乙

を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
た
丙
が
、
乙
の
生
命
を
防
衛
す
る

た
め
甲
を
殺
害
し
た
と
こ
ろ
、
丙
は
知
ら
な
か
っ
た
が
甲
は
乙
に
殺
害

を
嘱
託
さ
れ
て
い
た
事
例
を
想
定
す
る
と
、
丙
は
、
死
に
つ
い
て
同
意
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し
て
い
な
い
者
の
生
命
を
防
衛
し
よ
う
と
し
て
、
よ
り
価
値
の
低
い
、

同
意
し
た
者
の
生
命
を
防
衛
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
正
当
防
衛
で
は

な
く
過
剰
防
衛
あ
る
い
は
誤
想
防
衛
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
死
へ
の
同
意
に
よ
る
法
益
侵
害
性
あ
る
い
は
要
保
護

性
の
低
下
を
、
丙
に
お
い
て
行
為
時
に
は
不
明
な
、
結
果
に
属
す
る
事

後
的
・
客
観
的
要
素
と
見
る
な
ら
ば
、
行
為
時
判
断
に
よ
り
正
当
防
衛

を
認
め
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
の
よ
う
に
、
行
為

者
が
客
体
を
自
殺
志
願
者
と
知
っ
て
い
た
場
合
の
処
理
は
問
題
と
な

る
。
例
え
ば
自
殺
し
よ
う
と
す
る
丁
に
対
し
、
戊
が
丁
を
自
殺
志
願
者

と
知
り
つ
つ
、
丁
に
重
大
な
傷
害
を
負
わ
せ
て
そ
の
生
命
を
救
っ
た
場

合
に
つ
い
て
、
戊
を
正
当
防
衛
で
は
な
く
過
剰
防
衛
と
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
。
丁
の
生
命
は
、
丁
に
と
っ
て
は
価
値
の
低
い
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
丁
以
外
の
戊
ら
他
人
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
上
述
の
解
釈
を
さ
ら
に
進
め
、
法
益
主
体
自
身

に
よ
る
生
命
に
か
か
る
同
意
や
自
殺
、
自
傷
行
為
の
決
意
は
い
わ
ば
生

命
・
身
体
法
益
の
価
値
の
後
天
的
な
⽛
上
書
き
⽜
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
価
値
の
変
更
は
、
行
為
者
の
認
識
に
関
わ
ら
ず
事
後
的
・
客
観
的

要
素
に
の
み
作
用
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
自
傷
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
性
あ
る
い
は
要
保

護
性
の
低
下
を
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
行
為
時
判
断
に
際
し
て
考
慮

す
る
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
本
件
被
告
人
の
防
衛
行
為
の
相
当
性
も
容

易
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
試
論
に
と
ど
め
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
本
件
行
為
後
に
Ａ
女
が
結
局
は
飛
び
降
り
た
点
に
つ

い
て
、
Ａ
女
の
身
体
法
益
を
防
衛
す
る
効
果
を
生
じ
な
か
っ
た
、
い
わ

ば
⽛
正
当
防
衛
の
未
遂
⽜
で
あ
っ
た
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

⽛
正
当
防
衛
の
未
遂
⽜
に
つ
い
て
違
法
性
を
阻
却
し
う
る
か
は
、
学
説

上
の
対
立
が
あ
る
。
否
定
説
は
、⽛
防
衛
効
果
⽜
は
正
当
防
衛
、
過
剰
防

衛
に
共
通
す
る
防
衛
行
為
の
⽛
必
要
性
⽜
に
か
か
る
要
件
で
あ
る
と
こ

ろ
、
正
当
防
衛
の
未
遂
は
防
衛
効
果
が
あ
る
と
思
っ
て
行
為
に
出
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
防
衛
行
為
の
必
要
性
の
要
件
に
当
た
る
事
実
を
誤
信

し
た
誤
想
防
衛
と
な
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
多
く
の
場
合
、
誤
信
し

た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
も
な
い
と
し
て
不
可
罰
に
な
る
と
す
る
（
21
）。
一

方
、
肯
定
説
は
、
事
前
的
に
は
防
衛
効
果
を
生
じ
る
可
能
性
を
生
じ
さ

せ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
防
衛
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
（
22
）。
他
方
、
あ
る
い
は
否
定
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
に

つ
い
て
は
、
自
傷
行
為
を
あ
る
程
度
の
時
間
抑
制
で
き
た
以
上
は
防
衛

効
果
の
発
生
を
肯
定
し
う
る
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
23
）。

本
件
に
つ
い
て
は
、
防
衛
効
果
の
発
生
を
肯
定
す
る
余
地
は
当
然
に

あ
ろ
う
が
、
仮
に
こ
れ
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
未
遂
犯
に
お
け
る
法
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益
侵
害
惹
起
の
危
険
と
い
う
結
果
無
価
値
と
は
真
逆
の
、
防
衛
効
果
発

生
の
可
能
性
と
い
う
結
果
有
価
値
を
生
じ
た
点
に
お
い
て
、
優
越
的
利

益
の
原
則
に
よ
る
違
法
性
阻
却
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
未
遂
犯
に
お

け
る
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
、
近
年
有
力
で
あ
る
実
質
的
客
観
説
は
、

こ
れ
を
既
遂
の
結
果
発
生
の
具
体
的
な
い
し
現
実
的
危
険
を
惹
起
し
た

と
き
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
も
っ
と
も
、実
質
的
客
観
説
の
内
部
で
は
、

既
遂
の
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
と
い
う
未
遂
犯
独
自
の
結
果
無
価
値

が
あ
る
と
し
て
結
果
の
危
険
性
の
み
を
考
慮
す
る
説
（
24
）、
結
果
の
危
険
性

に
加
え
て
行
為
の
危
険
性
と
し
て
の
故
意
・
過
失
を
要
求
す
る
説
（
25
）、
故

意
・
過
失
に
加
え
て
行
為
計
画
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
説
（
26
）な
ど
が
対
立

し
て
い
る
。
こ
れ
を
真
逆
の
⽛
正
当
防
衛
の
未
遂
⽜
に
当
て
は
め
る
な

ら
ば
、
防
衛
効
果
発
生
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
加
え
て
⽛
防
衛

の
意
思
⽜
的
な
行
為
者
の
主
観
的
正
当
化
要
素
な
い
し
行
為
計
画
が
、

違
法
性
阻
却
の
要
件
と
し
て
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）
大
塚
仁
⽝
刑
法
概
説
（
総
論
）⽞（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
四
一
七

頁
、
大
谷
實
⽝
刑
法
講
義
総
論
⽞（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
二
五

三
頁
、
佐
久
間
修
⽝
刑
法
総
論
⽞（
二
〇
〇
九
年
）
一
九
四
頁
、
関
哲
夫

⽝
講
義
刑
法
総
論
⽞（
二
〇
一
五
年
）
一
六
六
頁
。

（
2
）
曽
根
威
彦
⽝
刑
法
原
論
⽞（
二
〇
一
六
年
）
二
六
一
頁
。

（
3
）
辰
井
聡
子
⽛
被
害
者
の
同
意
⽜
百
選
Ⅰ
（
第
六
版
）
四
七
頁
、
西
田

典
之
⽝
刑
法
総
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
八
七
頁
、
前
田
雅
英

⽝
刑
法
総
論
講
義
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）
二
四
三
頁
、
関
・
前
掲

書
一
七
六
頁
。

（
4
）
林
幹
人
⽝
刑
法
総
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
一
六
〇
頁
、
大
谷
・

総
論
二
五
二
頁
、
山
口
厚
⽝
刑
法
総
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一

六
三
頁
。

（
5
）
井
上
正
治
＝
江
藤
孝
⽝
刑
法
学
〔
各
則
〕⽞（
新
訂
・
一
九
九
四
年
）

二
二
頁
、
瀧
川
幸
辰
⽝
刑
法
各
論
⽞（
増
補
・
一
九
六
八
年
）
三
〇
頁
。

（
6
）
林
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
二
五
頁
。

（
7
）
井
上
＝
江
藤
二
二
頁
、
瀧
川
三
〇
頁
。

（
8
）
内
田
文
昭
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
三
版
・
一
九
九
六
年
）
一
四
頁
。

（
9
）
井
田
良
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
一
三
年
）
一
七
頁
、
大
塚
⽝
刑

法
概
説
（
各
論
）⽞（
第
三
版
増
補
版
・
二
〇
〇
五
年
）
一
八
頁
、
大
谷

⽝
刑
法
講
義
各
論
⽞（
新
版
第
四
版
補
訂
版
・
二
〇
一
五
年
）
一
六
頁
、

曽
根
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
五
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
二
頁
、
中
義
勝
⽝
刑

法
各
論
⽞（
一
九
七
五
年
）
二
二
頁
。

（
10
）
西
田
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
11
）
平
野
龍
一⽝
刑
法
概
説
⽞（
一
九
七
七
年
）一
五
八
頁
、斎
藤
誠
二⽝
刑

法
講
義
各
論
Ⅰ
⽞（
新
訂
版
・
一
九
七
九
年
）
九
七
頁
、
前
田
⽝
刑
法
各

論
講
義
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）
一
五
頁
、
西
田
・
各
論
一
三
頁
（
構

成
要
件
該
当
性
も
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
）。

（
12
）
前
田
・
各
論
一
五
頁
。
な
お
、
大
谷
・
各
論
一
七
頁
は
可
罰
的
違
法

阻
却
説
に
立
っ
た
う
え
で
本
罪
の
⽛
独
立
の
犯
罪
類
型
⽜
性
を
肯
定
す
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る
。

（
13
）
西
田
・
各
論
一
四
頁
、
前
田
・
各
論
二
七
頁
、
山
口
⽝
刑
法
各
論
⽞

（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
二
頁
。

（
14
）
斎
藤
・
前
掲
書
九
七
頁
。

（
15
）
安
田
拓
人
⽛
自
傷
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
の
暴
行
と
正
当
防
衛
の
成

否
⽜
法
学
教
室
四
三
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
四
八
頁
。

（
16
）
安
田
・
前
掲
評
釈
一
四
八
頁
。

（
17
）
大
阪
高
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
五
日
判
タ
一
一
七
四
号
三
一
五
頁

は
、⽛
被
害
者
は
、
左
眼
眼
球
破
裂
と
い
う
重
大
な
傷
害
を
負
う
に
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
…
…
被
告
人
の
行
為
が
、
防
衛
行
為
の
手
段
と

し
て
必
要
最
小
限
度
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
も
併
せ
る
と
、
上
記
の

よ
う
な
結
果
の
重
大
性
は
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
判
断
に
格
別
の
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。⽜
と
す
る
。
千
葉
地
判

昭
和
六
二
年
九
月
一
七
日
判
時
一
二
五
六
号
三
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
六

三
年
一
一
月
三
〇
日
高
刑
速
報
昭
和
六
三
年
一
八
三
頁
も
同
旨
。

（
18
）
町
野
朔
⽝
プ
レ
ッ
プ
刑
法
⽞（
第
三
版
・
二
〇
〇
四
年
）
一
七
三
頁
。

（
19
）
井
田
⽝
講
義
刑
法
学
・
総
論
⽞
二
九
一
頁
、
高
橋
則
夫
⽝
刑
法
総
論
⽞

（
第
二
版
・
二
〇
一
三
年
）
二
八
〇
頁
、
西
田
・
総
論
一
七
五
頁
、
山
口
・

総
論
一
三
〇
頁
。

（
20
）
西
田
・
総
論
一
七
五
頁
。

（
21
）
山
本
輝
之
⽛
優
越
利
益
の
原
理
か
ら
の
根
拠
づ
け
と
正
当
防
衛
の
限

界
⽜
刑
法
雑
誌
三
五
巻
二
号
（
一
九
九
六
年
）
二
一
一
頁
。

（
22
）
林
⽛
防
衛
行
為
の
相
当
性
⽜
平
野
他
編
⽝
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
⽞

（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
五
四
頁
、
曽
根
・
原
論
二
〇
三
頁
。

（
23
）
安
田
・
前
掲
評
釈
一
四
八
頁
。

（
24
）
内
藤
謙
⽝
刑
法
講
義
総
論
（
上
）⽞（
一
九
八
三
年
）
二
二
〇
頁
、
中

山
研
一
⽝
刑
法
総
論
⽞（
一
九
八
二
年
）
四
一
一
頁
。

（
25
）
大
谷
・
総
論
三
六
六
頁
。

（
26
）
西
田
・
総
論
三
〇
六
頁
、
山
口
・
総
論
二
八
五
頁
、
高
橋
三
八
〇
頁
。
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